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   第１章 総則

（約款の適用）

第１条 当社は、KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)契約約款（以下「約款」といいま

す。）を定め、これによりKDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE) （当社がこの約款以

外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。）を提供します。

（注）本条のほか、当社は、KDDI Area Ethernet専用サービス（OPTAGE）に附帯するサービス

（当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。）をこの約款に

より提供します。

（約款の変更）

第２条  当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料

金その他の提供条件は、変更後の約款によります。当社は、変更後の本約款及びその効力発

生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、変更後の本

約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。

２ 当社は、事業法施行規則第22条の２の３第２項第１号に該当する場合であって、当社から
の申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホー
ムページにその内容を掲示します。

（用語の定義）

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用         語 用        語        の        意        味

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電

気的設備

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること

、その他電気通信設備を他人の通信の用に供するこ

と。

３ KDDI Area Ethernet

専用サービス(OPTAGE)

契約の申込み等により指定された区間において株式

会社オプテージが設置する電気通信回線（総合ディ

ジタル通信網等に係る契約者回線又はアクセス回線

を除きます。）を使用して、符号、音響又は映像の

伝送を行う電気通信サービス

４ 専用サービス取扱所 KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)に関する

業務を行う当社の事業所

５ 専用サービス取扱局 株式会社オプテージの専用サービス契約約款に定め

るイーサ専用線サービス取扱局

６ 6 専用契約 当社からKDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)

の提供を受けるための契約（臨時専用契約となるも

のを除きます。）

７ 臨時専用契約 30日以内の利用期間を指定して当社からKDDI Area E
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thernet専用サービス(OPTAGE)の提供を受けるための

契約

８ 専用申込 専用契約又は臨時専用契約の申込み

９ 専用申込者 専用申込をした者

10 専用契約者 当社と専用契約又は臨時専用契約を締結している者

11 専用回線 専用契約又は臨時専用契約に基づいて設置される電

気通信回線

12 端末設備 専用回線の終端に接続される電気通信設備であって

、１の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と

同一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）又

は同一の建物内であるもの

13 専用回線等 株式会社オプテージの専用サービス契約約款に定め

る専用回線等

14 自営端末設備 専用契約者が設置する端末設備

15 自営電気通信設備 株式会社オプテージが別に定める電気通信事業者以

外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備

以外のもの

16 技術基準 端末設備等規則（昭和60年郵政省令第31号）の技術

的条件

17 回線終端装置 専用回線の終端の場所に当社が設置する装置

18 収容区域 １の専用サービス取扱局に専用回線を収容する区域

19 加入区域 １の専用サービス取扱局の収容区域のうち、特別な

料金（線路設置費及び線路に関する加算額）の支払

いを必要としないで専用サービスを提供する区域

20 消費税相当額 消費税法（昭和63年法律第108 号）及び同法に関す

る法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに

地方税法（昭和25年法律第226 号）及び同法に関す

る法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

   第２章 KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の提供区域等

（KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の提供区域等）

第４条  KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)は、株式会社オプテージの専用サービス契

約約款に定める提供区域において提供します。

２  当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、KDDI Area Ethernet 専用サービ

ス(OPTAGE)のサービス提供地域を閲覧に供します。

   第３章 契約

（KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の品目等）

第５条  当社の提供するKDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)には、料金表第１表（専用

料）に規定する品目があります。
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（契約の種別）

第６条  KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)については、臨時専用契約は締結しませ。

（契約の単位）

第７条  当社は、専用回線１回線ごとに１の専用契約を締結します。

（共同専用契約）

第８条  当社は、１の専用回線について専用契約者が２人以上となる専用契約（以下「共同専

用契約」といいます。）を締結します。

（専用回線の終端）

第９条  当社は､ 専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原

則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを

専用回線の終端とします｡

２ 当社は、前項の専用回線の終端に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。

（専用申込の方法）

第10条  専用申込をするときは､ 次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契

約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。

(1) KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の種類及び品目

(2) 回線数

(3) 専用回線の終端の設置場所

(4) 通信方式の種類

(5) その他専用申込の内容を特定するための事項

（専用申込の承諾）

第11条  当社は､専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあり

ます。

(1) 申込のあった専用回線を設置し､ 又は保守することが技術上著しく困難なとき。

(2) 専用申込者がKDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の料金又は工事に関する費用の

支払いを現に怠り､又は怠るおそれがあるとき。

(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（最低利用期間）

第12条  KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)には、料金表第１表（専用料）に定めると

ころにより最低利用期間があります。

２ 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して１年間とします。

３ 用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除又は専用回線の移転があった場合は

、当社が定める期日までに、料金表第１表に規定する額を支払っていただきます。

（専用契約者数の変更）

第13条  専用契約者は、専用契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに専

用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書を契約事務
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を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。

２ 当社は、前項の申込があったときは、第11条（専用申込の承諾）の規定に準じて取り扱い

ます。

（品目の変更）

第14条  専用契約者は、KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の品目の変更の請求をする

ことができます。

２ 当社は､前項の請求があったときは､第11条（専用申込の承諾）の規定に準じて取り扱いま

す。

（専用回線の移転）

第15条  専用契約者は、専用回線の移転の請求をすることができます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、第11条（専用申込の承諾）の規定に準じ    て取り

扱います。

（専用回線の異経路）

第16条  当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、専用契約者（臨時専用契約を

締結している者を除きます。）の請求に基づき、その専用回線を通常の経路以外の当社が指

定する経路（以下「異経路」といいます。）により設置します。

（専用回線の利用の一時中断）

第17条  当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断（その専用

回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じと

します。）を行います。

（KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)利用権利の譲渡の禁止）

第18条  KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)利用権（専用契約者が専用契約に基づいて

KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の提供を受ける権利をいいます。以下同じとしま

す。）は、譲渡することができません。

（専用契約者が行う専用契約の解除）

第19条  専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務

を行う専用サービス取扱所に書面により通知していただきます。

（当社が行う専用契約の解除）

第20条  当社は、第27条（利用停止）の規定により利用停止された専用回線等について、専用

契約者がなおその事実を解消しない場合は、その専用回線等に係る専用契約を解除すること

があります。

２ 当社は、専用契約者が第27条（利用停止）第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に

、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定

にかかわらず、専用回線等の利用停止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除する

ことがあります。

３ 当社は、前２項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、専

用契約者にそのことを通知します。
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（専用回線の終端）

第21条  当社は専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地

点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを専用回線の終端とします。

２ 当社は、前項の専用回線の終端に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。

（その他の提供条件）

第22条 KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)に係る専用契約に関するその他の提供条件

については、別記２及び３に定めるところによります。

   第４章  端末設備の提供等

（端末設備の提供）

第23条  当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線について、料金表第１表

（専用料）に定めるところにより端末設備を提供します。

（注）当社は、その専用回線が臨時専用契約により提供されるものであるときは、臨時端末設

備（専用契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。）に

限り提供します。

（端末設備の移転）

第24条  当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行い

ます。

（端末設備の利用の一時中断）

第25条  当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時

中断（その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいま

す。以下同じとします。）を行います。

   第５章 利用中止及び利用停止

（利用中止）

第26条  当社は､ 次の場合には、専用回線等の利用を中止することがあります。

(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。

(2) 第28条（専用回線の利用の制限）の規定により、専用回線の利用を中止するとき。

２ 当社は、前項の規定により専用回線等の利用を中止するときは、あらかじめそのことを専

用契約者に通知します。

  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

（利用停止）

第27条  当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、６か月以内で当社が定める期

間（その専用回線等の料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを要することとな

った専用回線等の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下

この条において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われる
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までの間）その専用回線等の利用を停止することがあります。

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。

(2) 料金表第１表（専用料）に専用回線等の利用用途に関する規定がある場合は、その用途

以外の用途にその専用回線等を利用したとき。

(3) 第45条（利用に係る専用契約者の義務）又は第46条(他人に使用させる場合の専用契約

者の義務)の規定に違反したとき。

(4) 当社の承諾を得ずに、専用回線に自営端末設備、自営電気通信設備、又は当社の提供す

る電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。

(5) 専用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合そ

の他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒

んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備

若しくは自営電気通信設備を専用回線等から取りはずさなかったとき。

２ 当社は、前項の規定により、専用回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、

その理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者に通知します。

   第６章 専用回線の利用の制限

（専用回線の利用の制限）

第28条  当社は、KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の全部を提供することができなく

なったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災

害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要

な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的

に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている専用回線（当社がそれらの機関との協議

により定めたものに限ります。）以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあ

ります。

機     関     名

気象機関

水防機関

消防機関

災害救助機関

秩序の維持に直接関係がある機関

防衛に直接関係がある機関

海上の保安に直接関係がある機関

輸送の確保に直接関係がある機関

通信役務の提供に直接関係がある機関

電力の供給に直接関係がある機関

水道の供給に直接関係がある機関

ガスの供給に直接関係がある機関

選挙管理機関

別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関

預貯金業務を行う金融機関

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

   第７章 料金等
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    第１節 料金及び工事に関する費用

（料金及び工事に関する費用）

第29条  当社が提供するKDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の料金は、専用料とし、料

金表第１表（専用料）に定めるところによります。

２ 当社が提供するKDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の工事に関する費用は、工事費

、線路設置費及び設備費とし、料金表第２表（工事に関する費用）に定めるところによりま

す。

（注）本条第１項に規定する料金は、当社が提供するKDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAG

E)の態様に応じて、基本回線専用料、分岐回線専用料及び加算額等を合算したものとしま

す。

    第２節 料金等の支払義務

（専用料の支払義務）

第30条  専用契約者は、その専用契約（臨時専用契約を含みます。以下同じとします。）に基

づいて当社が専用回線等の提供を開始した日から起算して専用契約の解除（以下この条にお

いて「解除等」といいます。）があった日の前日までの期間（提供を開始した日と解除等が

あった日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料金表第１表（専用料）

に規定する専用料の支払いを要します。

２ 前項の期間において、専用回線等の利用の一時中断等により専用回線等を利用することが

できない状態が生じたときの専用料の支払いは、次によります。

(1) 次の場合が生じたときは､ 専用契約者は､ その期間中の専用料の支払いを要します。

  ア 利用の一時中断をしたとき。

  イ 利用停止があったとき。

(2) 前号の規定によるほか、専用契約者は、次の表に規定する場合を除いて、専用回線等を

利用できなかった期間中の専用料の支払いを要します。

区      別 支払いを要しない料金

１ 専用契約者の責めによらない理由によ

り、その専用回線等を全く利用できない

状態（その専用回線等による全ての通信

に著しい支障が生じ、全く利用できない

状態と同程度の状態となる場合を含みま

す。）が生じた場合(2欄に該当する場合

を除きます｡)に､そのことを当社が知っ

た時刻から起算して、次表に規定する時

間（通信又は保守の態様による細目につ

いて料金表に別段の定めがある場合はそ

の定める時間とします。）以上その状態

が連続したとき。

区         分 時  間

(1) KDDI Area Ethernet専用 １時間

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間（この表の１欄に

規定する時間の倍数である部分に限り

ます。）に対応するその専用回線等（

その専用回線等の一部を利用できなか

った場合は、その部分に限ります。）

についての専用料
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２ 当社の故意又は重大な過失によりその

KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAG

E)  を全く利用できない状態が生じたと

き。

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間に対応するその専

用回線等（その専用回線等の一部を利

用できなかった場合は、その部分に限

ります。）についての専用料

３ 専用回線等の移転に伴って、専用回線

等を利用できなくなった期間が生じたと

き （専用契約者の都合により専用回線等

を 利用しなかった場合であって、その回

線等 を保留したときを除きます。）

利用できなくなった日から起算し、再

び利用できる状態とした日の前日まで

の期間に対応するその専用回線等（そ

の専用回線等の一部を利用できなかっ

た場合は、その部分に限ります。）に

ついての専用料

３ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返

還します。

４ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、その専用回線に係る料金の扱いについて、料金表

にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。

（工事費の支払義務）

第31条  専用契約者は、専用申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金

表第２表第１（工事費）に規定する工事費の支払いを要します。

  ただし、工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下この節に

おいて「解除等」といいます。）があった場合は、この限りでありません。この場合、既に

その工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、

その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要し

た費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の

額に消費税相当額を加算した額とします。

（線路設置費の支払義務）

第32条  専用契約者は、次の場合には、料金表第２表第２（線路設置費）に規定する線路設置

費の支払いを要します。

  ただし、専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りではありま

せん。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社はその線路設置費を返

還します。

(1) 専用回線の終端が区域外（１の専用サービス取扱局の収容区域のうち、加入区域以外の

ものをいいます。以下同じとします。）となる専用申込（専用回線の分岐の請求を含みま

す。）をし、その承諾を受けたとき。

(2) 専用回線の終端が区域外にある専用回線について、KDDI Area Ethernet専用サービス(O

PTAGE)の品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。

(3) 移転後の専用回線の終端が区域外となる専用回線の移転（移転後の専用回線の終端が移

転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。）の請求をしその承諾を受けたとき

。

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、

その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事（区域外における専用回線の新設
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の工事に限ります。）の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。

（設備費の支払義務）

第33条  専用契約者は、異経路の請求又は特別な電気通信設備の新設を要する専用申込をし、

その承諾を受けたときは、料金表第２表第３（設備費）に規定する設備費の支払いを要しま

す。

  ただし、専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありませ

ん。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します

。

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、

その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事（解除等を行う前に設備費の支払

いを要することとなっていた部分に限ります。）の部分について、その工事に要した費用を

負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費

税相当額を加算した額とします。

    第３節 料金の計算等

（料金の計算方法等）

第34条  料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定める

ところによります。

（料金等支払いの連帯責任）

第35条  共同専用契約を締結している各専用契約者は、専用契約者が支払わなければならない

料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を

負うものとします。

（保証金）

第36条 当社は、専用契約者（新たに専用契約者となる者を含みます。以下この条において同

じとします。）が次のいずれかに該当する場合に、料金表に規定する月額料金の３ヶ月分に

相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことが

あります。

(1) 専用契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払い期日を

経過してもなおお支払われなかった場合

(2) 支払期日を経過してもなお料金を支払われないことが予想される場合

２ 当社は、専用契約が消滅した場合には、保証金を専用契約者が支払うべき料金に充当し、

その残額を返還します。

（注） 本条第１項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件

として預けていただくことにします。

    第４節 割増金及び遅延損害金

（割増金）

第37条  専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れ
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た額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額

を割増金として支払っていただきます。

（遅延損害金）

第38条  専用契約者は、料金その他の債務（遅延損害金を除きます｡）について支払期日を経

過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの

期間について年14.5％の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。

  ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りであり

ません。

   第８章 保守

（専用契約者の維持責任）

第39条  専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を

技術基準等に適合するよう維持していただきます。

（専用契約者の切分責任）

第40条  専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が専用回線に接続されている場合

であって、専用回線等（接続専用回線と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以

下この条において同じとします。）を利用することができなくなったときは、その自営端末

設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただ

きます。

２ 前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、当社は、専用サービス取扱局

において試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。

３ 当社は、前項の試験により専用回線等に故障がないと判定した場合において、専用契約者

の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備

にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。

（注）本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している専

用契約者には適用しません。

（修理又は復旧の順位）

第41条  当社は、専用回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧す

ることができないときは、第28条（専用回線の利用の制限）の規定により優先的に取り扱わ

れる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線等を修理し、又は復旧します。こ

の場合において、第１順位及び第２順位の専用回線等は、同条の規定により当社がそれらの

機関との協議により定めたものに限ります。

順     位 修理又は復旧する専用回線

１ 気象機関に設置されるもの

水防機関に設置されるもの

消防機関に設置されるもの

災害救助機関に設置されるもの

秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの

防衛に直接関係がある機関に設置されるもの
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海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの

輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの

通信役務の提供に直接関係のある機関に設置されるもの

電力の供給に直接関係のある機関に設置されるもの

２ 水道の供給に直接関係のある機関に設置されるもの

ガスの供給に直接関係のある機関に設置されるもの

選挙管理機関に設置されるもの

別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の

機関に設置されるもの

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置され

るもの（第１順位となるものを除きます。）

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの

（注）当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は管理するときは、故障又は滅失した専

用回線について、暫定的にその経路を変更することがあります。

   第９章 損害賠償

（責任の制限）

第42条  当社は、KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)を提供すべき場合において、当社

の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その専用回線等が全く利用でき

ない状態（その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と

同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当

社が知った時刻から起算して、第30条（専用料の支払義務）第２項第２号の表の１欄に規定

する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。

２ 前項の場合において、当社は、専用回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知

った時刻以後のその状態が連続した時間（第30条第２項第２号の表の１欄に規定する時間の

倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。）に対応するその専用回線

等に係る料金額（この約款の規定により当社が定める専用料の額（その専用回線等の一部を

全く利用できない状態の場合は、その部分に係る専用料の額）に限ります。）を発生した損

害とみなし、その額に限って賠償します。

３ 当社の故意又は重大な過失によりKDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の提供をしな

かったときは、前２項の規定は適用しません。

（注）本条第２項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の

算定にあったては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。

（免責）

第43条  当社は、専用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、専用契約者に関

する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるも

のであるときは、その損害を賠償しません。

２ 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以

下この条において「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、その改造

等に要する費用については負担しません。
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  ただし、専用回線端末等の技術的条件（以下この条において「技術的条件」といいます。

）の規定の変更（専用取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用

の変更を含みます。）により、現に専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通

信設備の改造等を要する場合は、当社はその改造等に要する費用のうちその変更した規定に

係る部分に限り負担します。

   第10章 雑則

（承諾の限界）

第44条  当社は、専用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾すること

が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があ

るときは、その請求を承諾しないことがあります。

  この場合、この約款において別段の定めがある場合を除き、その理由をその請求をした専

用契約者に通知します。

（利用に係る専用契約者の義務）

第45条  専用契約者は、次のことを守っていただきます。

(1) 天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しく

は自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときを除き、当社が専用契約に基

づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し又はそ

の専用回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。

(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が専用契約に基づき設置し

た電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。

(3) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管する

こと。

２ 専用契約者は、本条の規定に違反してその専用回線等を亡失し又はき損したときは、当社

が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきま

す。

（他人に使用させる場合の専用契約者の義務）

第46条  専用契約者は、その専用回線等を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほ

か次のことを守っていただきます。

(1) 専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合

を除いて、その専用回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと

。

(2) 専用契約者は、その専用回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、その専用回

線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。

(3) 専用契約者は、当社が別に定める事項について、その専用回線に接続する端末設備又は

自営電気通信設備のうち、その専用回線を使用する者の設置に係るものについても、当社

に対して責任を負うこと。

（注）本条第３号に規定する当社が別に定める事項は、次の掲げるこの約款の規定の適用とし
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ます。

  ア  第39条（専用契約者の維持責任）

  イ  第40条（専用契約者の切分責任）

  ウ  別記５（自営端末設備の接続）

  エ  別記６（自営端末設備に異常がある場合等の検査）

  オ  別記７（自営電気通信設備の接続）

  カ  別記８（自営電気通信設備に異常がある場合等の検査）

（専用契約者に係る情報の取得）

第46条の２  専用契約者は、KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)サービスの提供にかか

わるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情

報を当社が取得することを承諾するものとします。

（専用契約者に係る情報の利用）

第46条の３  当社は、第46条の２に定める専用契約者に係る情報を、当社の電気通信サービス

に係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の

規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。

２ 第46条の２及び前項に定めるほか、本サービスに関して取得した専用契約者に関する情報

の取扱いについては、別途当社の定める「ＫＤＤＩプライバシーポリシー

（https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/）」が適用されます。

（専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等）

第47条  専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等については、別記４に定めるところ

によります。

（専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧）

第48条  KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)における基本的な技術的事項は、別表のと

おりとします。

２ 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、KDDI Area Ethernet用サービス

(OPTAGE)を利用するうえで参考となる別記11の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

（法令に規定する事項）

第49条  KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の提供又は利用にあたり、法令に定めがあ

る事項については、その定めるところによります。

（注）法令に定めがある事項については、別記５から９に定めるところによります。

（閲覧）

第50条  この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に

供します。

（附帯サービス）

第51条 KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)に関する附帯サービスの取り扱いについて

は、別記12に定めるところによります。
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別  記

１  KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の提供区域等KDDI Area Ethernet専用サービ

ス(OPTAGE)は、次に掲げる区域において提供します。KDDI Area Ethernet専用サービス(OPT

AGE)の提供区域株式会社オプテージの契約約款に定める提供区域等（KDDI Area Ethernet専

用サービス(OPTAGE)に相当する電気通信サービスに係るものに限ります。）と同じとします

。

２  専用契約者の地位の承継

(1) 相続又は法人の合併により専用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後

存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、契約

事務を行う専用サービス取扱所に届け出ていただきます。

(2)  (1)の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの一人を当社に対す

る代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。

(3) 当社は、 (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの１人を代

表者として取り扱います。

３  専用契約者の氏名等の変更

(1) 専用契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があ

ったときは、そのことをすみやかに契約事務を行う専用サービス取扱所に届け出ていただ

きます。

(2) 当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示して

いただくことがあります。

(3) 専用契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこ

の約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請

求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。

４  専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等

(1) 専用回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。以下この別記４において

同じとします。）又は建物内において、当社が専用回線等を設置するために必要な場所は

、その専用契約者から提供していただきます。

   ただし、専用契約者から要請があったときは、当社は、その専用回線等の設置場所を提

供することがあります。

(2) 当社が専用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、専

用契約者から提供していただくことがあります。

(3) 専用契約者は、専用回線の終端のある構内又は建物内において、当社の電気通信設備を

設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担により

その特別な設備を設置していただきます。

５  自営端末設備の接続

(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設

備を介して、その専用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていた

だきます。この場合において、事業法第53条第２項（同法第104条第４項において準用す

る場合を含む。）、同法第58条（第 104条第７項において準用する場合を含む。）又は同
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法第 65条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するとき

は、所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。

(2) 当社は、 (1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。

  ア  その接続が技術基準等に適合しないとき。

  イ  その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。

(3) 当社は、 (2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第１項で定める場合に

該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。

(4)  (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。

(5) 専用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて

取り扱います。

(6) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、

そのことを当社に通知していただきます。

６  自営端末設備に異常がある場合等の検査

(1) 当社は、専用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サー

ビスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、その自営

端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあり

ます。この場合、専用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第２

項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。

(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。

(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないとき

は、専用契約者は、その自営端末設備を専用回線等から取りはずしていただきます。

７  自営電気通信設備の接続

(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設

備を介して、専用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その

自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項につ

いて記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。

(2) 当社は、 (1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。

  ア  その接続が技術基準等に適合しないとき。

  イ  その接続により当社の電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する

伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます

。）の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。

(3) 当社は、 (2)の請求の承諾にあったては、事業法施行規則第32条第１項で定める場合に

該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。

(4)  (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。

(5) 専用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準

じて取り扱います。

(6) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたとき

は、そのことを当社に通知していただきます。

８  自営電気通信設備に異常がある場合等の検査

  専用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービス

の円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記６（自営端末設備に異常がある場合
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等の検査）の規定に準じて取り扱います。

９  当社の維持責任

  当社は、専用回線等を事業用電気通信設備規則（昭和60年郵政省令第30号）に適合するよ

う維持します。

10  新聞社等の基準

区    分 基                  準

１ 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを

目的としてあまねく発売されること。

(2) 発行部数が、１の題号について 8,000部以上であること。

２ 放送事

業者

電波法（昭和25年法律第131号）の規定により放送局の免許を受けた者

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊新聞

紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報（広

告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目的とする通信

社

11  技術資料の項目

自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件

(1) 物理的条件

(2) 電気的条件

(3) 論理的条件

(4) 光学的条件

(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。

12 支払証明書の発行

(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係るKDDI Area Ethernet専用サ

ービス(OPTAGE)の支払証明書を発行します。

(2) 契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第３表（附帯サービスに

関する料金）に規定する手数料の支払いを要します。
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料金表

通 則

（料金の計算方法等）

１  当社は、専用契約者がその専用契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。

２  当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金（以下「月額料金」といいます。）

をその利用日数に応じて日割します。

(1) 暦月の初日以外の日に専用回線等の提供の開始又は専用回線の分岐等があったとき。

(2) 暦月の初日以外の日に専用契約の解除等があったとき。

(3) 暦月の初日に専用回線等の提供の開始等を行い、その日にその専用契約の解除等があっ

たとき。

(4) 暦月の初日以外の日にKDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の品目の変更等により

月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増

加又は減少のあった日から適用します。

(5) 第30条（専用料の支払義務）第２項第２号の表の規定に該当するとき。

３  ２の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。

（端数処理）

４  当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り捨てます。

（料金等の支払い）

５  専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が

指定する専用サービス取扱局所又は金融機関等において支払っていただきます。

６  料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

（料金の一括後払い）

７  当社は、当社に特別の事情がある場合は、５及び６の規定にかかわらず、専用契約者の承

諾を得て、２か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくこ

とがあります。

（前受金）

８  当社は、料金又は工事に関する費用について、専用契約者が希望される場合には、当社が

別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。

（注）８に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預か

ることとします。

（消費税相当額の加算）

９ 第30条（専用料の支払義務）から第33条（設備費の支払義務）までの規定その他この約款

の規定により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は、この約

款に定める税抜価格（消費税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします。））に

基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
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ただし、料金表 第１表 専用料 第１ KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)に関

する料金 １ 適用 (3) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用

若しくは(4) 長期継続利用に係る基本額の適用 に定める料金 クに定める料金又はKDDI A

rea Ethernet専用サービス (OPTAGE)サービスの遅延損害金については、この限りであり

ません

（料金等の臨時減免）

10  当社は、災害が発生し又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、

臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

（注）当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の専用サービス取扱所に掲示する等の方法

により、その旨を周知します。

（実費の算定方法）

11  当社は、この約款に規定する加算額及び設備費のうち別に算定する実費は、当社が別に定

める基準に基づき算定します。

（料金等の請求）

12  KDDI Area Ethernet専用サービス (OPTAGE)サービスに係る料金その他の債務の請求につ

いては、この約款、当社の「ＷＥＢ ｄｅ 請求書ご利用規約」又は当社の「ＫＤＤＩまと

めて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
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第１表 専用料

第１ KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)に関する料金

  １ 適用

    専用料の適用については、第30条（専用料の支払義務）の規定によるほか、次のとお

りとします。

区    分 内         容

(1) 品目に係る料金

の適用

当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めま

す。

品    目 内        容

0.5Mb/sのもの 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの

1Mb/sのもの 1Mbit/sの符号伝送が可能なもの

2Mb/sのもの 2Mbit/sの符号伝送が可能なもの

3Mb/sのもの 3Mbit/sの符号伝送が可能なもの

4Mb/sのもの 4Mbit/sの符号伝送が可能なもの

5Mb/sのもの 5Mbit/sの符号伝送が可能なもの

6Mb/sのもの 6Mbit/sの符号伝送が可能なもの

7Mb/sのもの 7Mbit/sの符号伝送が可能なもの

8Mb/sのもの 8Mbit/sの符号伝送が可能なもの

9Mb/sのもの 9Mbit/sの符号伝送が可能なもの

10Mb/sのもの 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの

20Mb/sのもの 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの

30Mb/sのもの 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの

40Mb/sのもの 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの

50Mb/sのもの 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの

60Mb/sのもの 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの

70Mb/sのもの 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの

80Mb/sのもの 80Mbit/sの符号伝送が可能なもの

90Mb/sのもの 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの

100Mb/sのもの 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの

1Gb/sのもの 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの

10Gb/sのもの 10Gbit/sの符号伝送が可能なもの

備考

１  専用契約者が指定することができる専用回  線の終端の

場所は、当社が別に定める専用取扱局の収容区域内に限り

ます。

２  当社は、KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の専

用回線(1Gb/s及び10Gb/sの品目に限ります。)終端の場所に

当社の回線終端装置を設置します。

(2) 回線距離の測定 回線距離は、その専用回線の双方の終端の回線距離測定局相互間の

直線距離により測定します。
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備考

１ 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる

専用サービス取扱局をいいます。

２ 回線距離測定局は、株式会社オプテージの契約約款に定める回

線距離測定局（KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)に相当

する電気通信サービスに係るものに限ります。）と同じとします

。

(3) 最低利用期間内

に専用契約の解除

等があった場合の

料金の適用

ア  KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)には、異経路による

もの並びに長期利用契約に係るものを除いて、最低利用期間があ

ります。

イ  専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった場合

は、第30条（専用料の支払義務）及び通則１から３までの規定に

係らず、残余の期間に対応する料金（基本回線専用料とします。

以下この欄において同じとします。）に相当する額を、一括して

支払っていただきます。

ウ  専用契約者は、最低利用期間内にKDDI Area Ethernet専用サー

ビス(OPTAGE)の品目の変更又は専用回線の移転があった場合は、

変更前の料金の額から、変更後の料金の額を控除し、残額がある

ときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払

っていただきます。

エ  ウの場合に、品目の変更と同時にその専用回線の設置場所にお

いて、専用回線の新設又は専用契約の解除を行うときの残額の算

定は、同時に行う新設等の専用回線の料金を合算して行います。

(4) 長期継続利用に

係る基本額の適用

ア  当社は、専用契約者から、その専用契約に係る専用回線につい

て、次表に定める期間の継続利用（以下この欄において「長期継

続利用」といいます。）の申出があった場合には、その期間にお

ける基本額については、２(料金額)の(1)（基本額）の額（この表

の (3)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以

下この欄において同じとします。）から同表に規定する額を減額

して適用します。この場合、長期継続利用には同表の２種類があ

り、あらかじめいずれか１つを選択していただきます。

種 類 継続して利用

する期間

基本額の減額（月額）

(ｱ)３年利

用

３年間 第２の１の額に 0.07を乗じて

得た額

(ｲ)６年利

用

６年間 第２の１の額に 0.11を乗じて

得た額

イ 長期継続利用に係る基本額については、長期継続利用の申出を

当社が承諾した日（専用契約の申込みと同時に長期継続利用の申

出があった場合は、その専用回線の提供を開始した日)から適用し

ます。

ウ 長期継続利用に係る基本額の適用の対象となる期間（以下この

欄において ｢長期継続利用期間｣といいます｡）には､専用回線の利

用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。
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エ  当社は､長期継続利用に係る専用回線について､その専用契約の

解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。

オ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長

期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の

10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し

出ていただきます。

カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更に

ついては、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長

期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。

キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更

後の種類の長期継続利用の基本額については、その種類の変更を

当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長

期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利

用の適用を開始した日から起算して算出します。

ク 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前

にKDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の品目の変更若しく

は専用回線の移転によりその専用契約に係る基本額が減少した場

合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げ

る額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。

  ただし、次に掲げる支払を要する額と既支払額との総額が通常

契約の総支払額を下回る場合は、通常契約の総支払額と長期継続

利用契約による既支払額との差額を当社が定める期日までに一括

して支払っていただきます。

区      分 支払を要する料金の額

（税抜価格）

（ア）品目の変更等

により基本額が

減少した場合

残余の期間に対応する長期継続利用

適用後の基本額の差額（減少前の長

期継続利用適用後の基本額から減少

後の長期継続利用適用後の基本額を

控除して得た額をいいます。）に 0.

35を乗じて得た額

（イ）長期継続利用

の廃止があった

場合

残余の期間に対応する廃止前の長期

継続利用適用後の基本額に 0.35を乗

じて得た額

（注） この項の「残余の期間」とは満了日までの期間をいいます。

(5) サービス品質（

故障回復時間）に

係る料金の適用

ア  当社は、KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)に係る専用

回線の専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等

を全く利用できない状態（その専用回線等による全ての通信に著

しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含

みます。以下同じとします。）が生じた場合において、そのこと

を当社が知った時刻（第40条（専用契約者の切分責任）の規定に

よりその専用契約者が当社に修理の請求をした時刻（その時刻以

前に当社がそのことを知った場合は、その時刻とします。）とし

ます。）から起算して１時間以上その状態が連続したときは、そ
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の専用契約に係る料金（その専用回線等の一部を利用できなかっ

た場合は、その部分に限ります。以下、「故障回復時間返還料金

額」といいます。）を返還します。

  ただし、次の場合には、この限りではありません。

  この場合の料金の取扱いについては、当社は第30条（専用料の支払

義務）第２項第２号の規定を適用します。

（イ）第26条（利用中止）第１項の規定により専用回線の利用を中

止する場合であって、当社があらかじめその専用契約者に通知

したとき。

イ  アに規定する故障回復時間返還料金額は、その専用回線等を全く利

用できない状態が連続した時点における、２（料金額）に規定する料

金（この表の (1)欄から(4)欄までの適用による場合は、適用した後の

額とします。）の合計額（以下この欄において「故障回復時間返還基

準額」といいます。）に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額

とします。

アに規定する状態が連続した時間 料金返還率

1時間以上 2時間未満 10 %

2時間以上 4時間未満 20 %

4時間以上 6時間未満 30 %

6時間以上 8時間未満 40 %

8時間以上72時間未満 50 %

72時間以上 100 %

ウ  当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返

還にあたっては、次の（ア）又は（イ）の規定により算出した料

金額（以下、「故障回復時間返還上限額」といいます。）を上限

として返還します。

（ア）（イ）以外の場合

   その暦月におけるその専用契約に係る料金（その暦月におい

て通則の 2の各号に規定する場合が生じたときは、通則の 2及

び 3の規定に基づき算出した額とします。）の額（第30条第２

項第２号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減

じた額とします。）

（イ）その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専

用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合

   その暦月及び翌暦月について、それぞれ（ア）の規定に準じ

た方法で算出した料金額の合計額

エ  アの場合において、その専用回線等を全く利用できない状態が

連続した場合が１の暦月（ウの（イ）の規定に該当する場合は、

その規定に係る２の暦月とします。以下この欄において同じとし

ます。）において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障

回復時間返還料金額の合計額を返還します。

  ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間

返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還しま

す。
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オ  この欄の規定による料金の返還とこの表の (6)欄の規定による

料金の返還を１の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金

額の取扱いについては、(6)欄の規定に定めるところによります。

(6)  サービス品質（開

通遅延期間）に係る

料金の適用

ア  当社は、第11条（専用申込の承諾）の規定によりKDDI Area Et

hernet専用サービス(OPTAGE) に係る回線の専用契約の申込を承

諾した場合において、当社とその専用契約者とがその専用回線の

提供の開始を合意した日（以下この欄において「開通予定日」と

いいます。）に、その専用契約者の責めによらない理由によりそ

の専用回線の提供を開始できなかった場合は、開通予定日からそ

の専用回線の提供を開始した日までの日数（開通予定日から起算

してその翌日を１日とした日数とします。以下この欄において「

開通遅延日数」といいます。）に応じて、その専用契約に係る料

金（以下この欄において「開通遅延期間返還料金額」といいます

。）を返還します。

イ  アに規定する開通遅延期間返還料金額は、その専用回線の提供を

開始した日における２(料金額)に規定する料金（この表の(1)欄から

(4)欄までの適用による場合は、適用した後の金額とします。)の合

計額（以下この欄において「開通遅延期間返還基準額」といいます

。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。

開通遅延日数 料金返還率

１日 10 %

２日以上

15日未満

開通遅延日数が 1日となる場合に適用さ

れる料金変換率に 1日を超える1日ごとに

1%を加算した率

15日 25 %

16日以上

28日未満

開通遅延日数が15日となる場合に適用さ

れる料金変換率に15日を超える1日ごとに

2%を加算した率

28日 50 %

ウ  当社は、イの規定により算出した開通遅延期間返還料金額の返還に

あたっては、次の（ア）又は（イ）の規定により算出した料金額

（以下、「開通遅延期間返還上限額」といいます。）を上限として返

還します。

（ア）（イ）以外の場合

  その専用回線の提供を開始した日を含む暦月におけるその専用契

約に係る料金（その暦月において通則の 2の各号に規定する場合が生

じたときは、通則の 2及び 3の規定に基づき算出した額とします。）

の額（第 30条第 2項第 2号により支払いを要る場合は、当社は、故

障回復時間返還料金額及び開通遅延期間返還料金額の合計額を返還し

ます。

  ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は

、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。
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(7) 配線設備に係

る料金の適用

当社が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備に係る

加算額を適用します。

ア  専用回線の終端から１のジャック又はローゼット（ジャック又

はローゼットが設置されていない場合は、自営端末設備又は回線

接続装置とします。以下この欄において同じとします。）までの

配線

イ  １のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼット

までの配線

(8) 回線距離測定

局の変更その他

の場合における

料金の適用

回線距離測定局の変更があった場合、専用回線の終端が加入区域外に

ある場合、異経路による場合、復旧等に伴い専用回線の経路を変更

した場合並びに株式会社オプテージが提供する特別電気通信設備及

び回線接続装置を利用している場合の料金の適用については、株式

会社オプテージの専用サービス契約約款に定める一般専用サービス

の場合に準ずるものとします。

    ２  料金額

  (1) 基本額（専用料）

    ア 0.5Mb/s,1Mb/s又は2Mb/sのもの

                         専用線１回線ごとに月額

距  離  区  分 料      金      額

（税抜価格（税込価格））

0.5Mb/sのもの 1Mb/sのもの 2Mb/sのもの

回

線

距

離

15kmまでのもの 72,000円

（79,200円）

86,000円

（94,600円）

106,000円

（116,600円）

30     〃 94,000円

（103,400円）

110,000円

（121,000円）

136,000円

（149,600円）

40     〃 102,000円

（112,200円）

120,000円

（132,000円）

148,000円

（162,800円）

50     〃 110,000円

（121,000円）

130,000円

（143,000円）

158,000円

（173,800円）

60     〃 118,000円

（129,800円）

140,000円

（154,000円）

170,000円

（187,000円）

70     〃 126,000円

（138,600円）

150,000円

（165,000円）

182,000円

（200,200円）

80     〃 134,000円

（147,400円）

158,000円

（173,800円）

194,000円

（213,400円）
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90     〃 140,000円

（154,000円）

164,000円

（180,400円）

200,000円

（220,000円）

100     〃 144,000円

（158,400円）

168,000円

（184,800円）

206,000円

（226,600円）

120     〃 148,000円

（162,800円）

174,000円

（191,400円）

212,000円

（233,200円）

120kmを超えるもの 156,000円

（171,600円）

184,000円

（202,400円）

222,000円

（244,200円）

    イ 3Mb/s,4Mb/s又は5Mb/sのもの

                                                専用線１回線ごとに月額

距  離  区  分 料      金      額

（税抜価格（税込価格））

3Mb/sのもの 4Mb/sのもの 5Mb/sのもの

回

線

距

離

15kmまでのもの 136,000円

（149,600円）

166,000円

（182,600円）

216,000円

（237,600円）

30     〃 174,000円

（191,400円）

210,000円

（231,000円）

272,000円

（299,200円）

40     〃 188,000円

（206,800円）

228,000円

（250,800円）

296,000円

（325,600円）

50     〃 202,000円

（222,200円）

246,000円

（270,600円）

318,000円

（349,800円）

60     〃 216,000円

（237,600円）

262,000円

（288,200円）

340,000円

（374,000円）

70     〃 230,000円

（253,000円）

280,000円

（308,000円）

362,000円

（398,200円）

80     〃 246,000円

（270,600円）

298,000円

（327,800円）

384,000円

（422,400円）

90     〃 254,000円

（279,400円）

306,000円

（336,600円）

396,000円

（435,600円）

100     〃 260,000円

（286,000円）

314,000円

（345,400円）

406,000円

（446,600円）

120     〃 268,000円

（294,800円）

324,000円

（356,400円）

418,000円

（459,800円）

120 kmを超えるもの 282,000円

（310,200円）

342,000円

（376,200円）

440,000円

（484,000円）

    ウ 6Mb/s,7Mb/s又は8Mb/sのもの

                                                専用線１回線ごとに月額

距  離  区  分 料      金      額

（税抜価格（税込価格））

6Mb/sのもの 7Mb/sのもの 8Mb/sのもの
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回

線

距

離

15kmまでのもの 230,000円

（253,000円）

244,000円

（268,400円）

258,000円

（283,800円）

30     〃 355,000円

（390,500円）

438,000円

（481,800円）

521,000円

（573,100円）

40     〃 390,000円

（429,000円）

484,000円

（532,400円）

578,000円

（635,800円）

50     〃 423,000円

（465,300円）

528,000円

（580,800円）

633,000円

（696,300円）

60     〃 451,000円

（496,100円）

562,000円

（618,200円）

673,000円

（740,300円）

70     〃 477,000円

（524,700円）

592,000円

（651,200円）

707,000円

（777,700円）

80     〃 501,000円

（551,100円）

618,000円

（679,800円）

735,000円

（808,500円）

90     〃 517,000円

（568,700円）

638,000円

（701,800円）

759,000円

（834,900円）

100     〃 531,000円

（584,100円）

656,000円

（721,600円）

781,000円

（859,100円）

120     〃 549,000円

（603,900円）

680,000円

（748,000円）

811,000円

（892,100円）

120 kmを超えるもの 573,000円

（630,300円）

706,000円

（776,600円）

839,000円

（922,900円）

    エ 9Mb/s,10Mb/s又は20Mb/sのもの

                                                専用線１回線ごとに月額

距  離  区  分 料      金      額

（税抜価格（税込価格））

9Mb/sのもの 10Mb/sのもの 20Mb/sのもの

回

線

距

離

15kmまでのもの 272,000円

（299,200円）

284,000円

（312,400円）

286,500円

（315,150円）

30     〃 604,000円

（664,400円）

686,000円

（754,600円）

726,000円

（798,600円）

40     〃 672,000円

（739,200円）

768,000円

（844,800円）

808,000円

（888,800円）

50     〃 738,000円

（811,800円）

842,000円

（926,200円）

879,000円

（966,900円）

60     〃 784,000円

（862,400円）

893,000円

（982,300円）

925,000円

（1,017,500円）

70     〃
822,000円

（904,200円）

936,000円

（1,029,600円

）

968,500円

（1,065,350円）
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80     〃
852,000円

（937,200円）

971,000円

（1,068,100円

）

1,005,000円

（1,105,500円）

90     〃
880,000円

（968,000円）

1,003,000円

（1,103,300円

）

1,039,000円

（1,142,900円）

100     〃
906,000円

（996,600円）

1,032,000円

（1,135,200円

）

1,070,000円

（1,177,000円）

120     〃
942,000円

（1,036,200円）

1,072,000円

（1,179,200円

）

1,116,500円

（1,228,150円）

120 kmを超えるもの
972,000円

（1,069,200円）

1,106,000円

（1,216,600円

）

1,157,500円

（1,273,250円）

    オ 30Mb/s,40Mb/s又は50Mb/sのもの

                                                専用線１回線ごとに月額

距  離  区  分 料      金      額

（税抜価格（税込価格））

30Mb/sのもの 40Mb/sのもの 50Mb/sのもの

回

線

距

離

15kmまでのもの 289,000円

（317,900円）

291,500円

（320,650円）

294,000円

（323,400円）

30     〃 769,000円

（845,900円）

812,000円

（893,200円）

855,000円

（940,500円）

40     〃 847,000円

（931,700円）

886,000円

（947,600円）

925,000円

（1,017,500円）

50     〃
916,000円

（1,007,600円）

953,000円

（1,048,300円

）

990,000円

（1,089,000円）

60     〃
957,000円

（1,052,700円）

989,000円

（1,087,900円

）

1,021,000円

（1,123,100円）

70     〃
1,001,000円

（1,101,100円）

1,033,000円

（1,136,300円

）

1,065,000円

（1,171,500円）

80     〃
1,039,000円

（1,142,900円）

1,073,000円

（1,180,300円

）

1,107,000円

（1,217,700円）

90     〃
1,075,000円

（1,182,500円）

1,111,000円

（1,222,100円

）

1,147,000円

（1,261,700円）
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100     〃
1,108,000円

（1,218,800円）

1,146,000円

（1,260,600円

）

1,184,000円

（1,302,400円）

120     〃
1,161,000円

（1,277,100円）

1,205,000円

（1,325,500円

）

1,249,000円

（1,373,900円）

120 kmを超えるもの
1,209,000円

（1,329,900円）

1,260,000円

（1,386,000円

）

1,311,000円

（1,442,100円）

    カ 60Mb/s,70Mb/s又は80Mb/sのもの

                                                専用線１回線ごとに月額

距  離  区  分 料      金      額

（税抜価格（税込価格））

60Mb/sのもの 70Mb/sのもの 80Mb/sのもの

回

線

距

離

15kmまでのもの 296,500円

（326,150円）

299,000円

（328,900円）

301,500円

（331,650円）

30     〃
898,000円

（987,800円）

941,000円

（1,035,100円

）

984,000円

（1,082,400円）

40     〃
964,000円

（1,060,400円）

1,003,000円

（1,103,300円

）

1,042,000円

（1,146,200円）

50     〃
1,027,000円

（1,129,700円）

1,064,000円

（1,170,400円

）

1,101,000円

（1,211,100円）

60     〃
1,053,000円

（1,158,300円）

1,085,000円

（1,193,500円

）

1,117,000円

（1,228,700円）

70     〃
1,097,000円

（1,206,700円）

1,129,000円

（1,241,900円

）

1,161,000円

（1,277,100円）

80     〃
1,141,000円

（1,255,100円）

1,175,000円

（1,292,500円

）

1,209,000円

（1,329,900円）

90     〃
1,183,000円

（1,301,300円）

1,219,000円

（1,340,900円

）

1,255,000円

（1,380,500円）

100     〃
1,222,000円

（1,344,200円）

1,260,000円

（1,386,000円

）

1,298,000円

（1,427,800円）
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120     〃
1,293,000円

（1,422,300円）

1,337,000円

（1,470,700円

）

1,381,000円

（1,519,100円）

120 kmを超えるもの
1,362,000円

（1,498,200円）

1,413,000円

（1,554,300円

）

1,464,000円

（1,610,400円）

    キ 90Mb/s,100Mb/s又は1Gb/sのもの

                                                専用線１回線ごとに月額

距  離  区  分 料      金      額

（税抜価格（税込価格））

90Mb/sのもの 100Mb/sのもの 1Gb/sのもの

回

線

距

離

15kmまでのもの
304,000円

（334,400円）

306,000円

（336,600円）

1,080,000円

（1,188,000円

）

30     〃 1,027,000円

（1,129,700円

）

1,071,000円

（1,178,100円

）

5,050,000円

（5,555,000円

）

40     〃 1,081,000円

（1,189,100円

）

1,121,000円

（1,233,100円

）

5,470,000円

（6,017,000円

）

50     〃 1,138,000円

（1,251,800円

）

1,172,000円

（1,289,200円

）

6,090,000円

（6,699,000円

）

60     〃 1,149,000円

（1,263,900円

）

1,180,000円

（1,298,000円

）

6,480,000円

（7,128,000円

）

70     〃 1,193,000円

（1,312,300円

）

1,228,000円

（1,350,800円

）

6,590,000円

（7,249,000円

）

80     〃 1,243,000円

（1,367,300円

）

1,277,000円

（1,404,700円

）

6,740,000円

（7,414,000円

）

90     〃 1,291,000円

（1,420,100円

）

1,325,000円

（1,457,500円

）

6,780,000円

（7,458,000円

）

100     〃 1,336,000円

（1,469,600円

）

1,374,000円

（1,511,400円

）

6,930,000円

（7,623,000円

）

120     〃 1,425,000円

（1,576,500円

）

1,471,000円

（1,618,100円

）

7,280,000円

（8,008,000円

）
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120 kmを超えるもの 1,515,000円

（1,666,500円

）

1,568,000円

（1,724,800円

）

7,280,000円

（8,008,000円

）

    ク 10Gb/sのもの

専用線１回線ごとに月額

距 離 区 分 料   金   額

（税抜価格（税込価格））

回

線

距

離

15kmまでのもの 2,680,000円

（2,948,000円）

30     〃 7,380,000円

（8,118,000円）

40     〃 7,880,000円

（8,668,000円）

50     〃 8,380,000円

（9,218,000円）

60     〃 8,880,000円

（9,768,000円）

70     〃 9,880,000円

（10,868,000円）

80     〃 10,880,000円

（11,968,000円）

90     〃 11,880,000円

（13,068,000円）

100     〃 12,880,000円

(14,168,000円）

120     〃 13,880,000円

（15,268,000円）

120 kmを超えるもの 14,880,000円

（16,368,000円）

  (2) 加算額

                                                               月額

料 金 種 別 単   位 料 金 額

（税抜価格

（税込価格））

(1) 異経路の線路専用料 － 別に算定する実費

(2) 特別電気通信設備専用料 － 別に算定する実費

(3) 回線終端装置専用料（1Gb/s、10Gb/s用のも

の）

１台ごとに 60,000円

（66,000円）

(4) 回線接続装置専用料 １台ごとに 5,000円

（5,500円）
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(5) 配線設備専用料 １配線ごとに 2,000円

（2,200円）

備考

    別に算定する実費の算定方法については、通則に定めるところによります。

第２表 工事に関する費用

  第１ 工事費

  １ 適用

    工事費の適用については、第31条（工事費の支払義務）の規定によるほか、次のとお

りとします。

区   分 内         容

(1) 工事費の適用 ア 工事費は、工事を要することとなる専用回線等（分岐回線、接

続専用回線及び端末設備を含みます。以下この表において同じと

します。）について、１の工事ごとに適用します。

  ただし、設備費の支払いを要する工事の場合であって回線終端

装置の工事、配線工事及び機器工事を伴わないときは、工事費は

適用しません。

イ  臨時専用契約に関する工事費の額については､２（工事費の額）

の規定にかかわらず別に算定する実費とします｡

(2) 移転の場合の工

事費の適用

移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用

します。

(3) 工事の適用区分 工事の区分は次のとおりとします。

工事の区分 適               用

ア  回線接続等に係る

工事

専用回線について、専用サービス取

扱局の主配線盤等において専用回線

の接続等の工事を要する時に適用し

ます。

イ 端

末設

備に

係る

工事

(ｱ) 回線終

端装置の

取付工事

回線終端装置の取付け（パッケージ

の追加・取替えを含みます。）又は

変更を行う場合に適用します。

(ｲ) 回線接

続装置の

取付工事

回線接続装置の取付け（パッケージ

の追加・取替えを含みます。）又は

変更を行う場合に適用します。

ウ  配線設備に係る工

事

配線設備の設置、移転及び一時中断

の再利用等の場合に適用します。

エ 回線内速度設定の

利用に係る工事

回線内速度設定を利用する場合に、

設定する速度単位ごとに適用します

。

  ２ 工事費の額

                                                       １回の片端ごとに



35

工    事    の    種    類 工    事    費    の    額

（税抜価格（税込価格））

メタル配線の場合 光配線の場合

回線接続等に係る工事 2,500円
（2,750円）

端末設備に係る工

事

回線終端装置の取

付工事

20,000円
（22,000円）

回線接続装置の取

付工事

5,000円
（5,500円）

8,000円
（8,800円）

配線設備に係る工事 5,000円
（5,500円）

12,000円
（13,200円）

回線内速度設定の利用に係る工事 1,500円
（1,650円）

端末制御装置の取付工事 12,000円
（13,200円）

備考

1. 上記工事及び専用回線の設置に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要

する場合には、実費を支払っていただきます。この場合の実費の算定方法は、通則

に定める設備費の額の場合に準ずるものとします。

第２ 線路設置費

  １ 適用

    線路設置費の適用については、第32条（線路設置費の支払義務）の規定によるほか、

次のとおりとします。

区 分 内          容

(1) 線路設置費の

適用

ア 線路設置費は、区域外線路（異経路による設備費の支払いを要することとな

る部分を除きます。）について適用します。

イ 移転後の専用回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路

の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設

置費を適用します。

(2) 線路設置費の

差額負担

ア 専用申込者が現に利用している当社のKDDI Area Ethernet専用サービス

(OPTAGE)に係る契約を解除すると同時に､新たに専用契約を締結して､その場所

でKDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE)の提供を受ける場合の線路設置費の

額は、次のとおりとします。

  ただし、区域外線路の新設の工事を要するときはこの差額負担の規定は適用

しません。

線路設置

費の額（

残額があ

るときに

限ります

。）

＝

新たに提供を受け

るKDDI Area Ether

net 専用サービス(

OPTAGE)に係る専用

契約を締結したもの

とみなした場合の線

－

解除するKDDI Area

Ethernet 専用サ

ービス(OPTAGE)に

係る契約を新たに

締結したものとみ

なした場合の線路設
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路設置費の額 置費の額

(2)工事費の減額

適用

ア 当社は、２（工事費の額）の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して

、その工事費の額を減額して適用する事が有ります。

  ２ 線路設置費の額

    線路設置費

                            引込線１回線につき区域外線路100mまでごとに

区                   分 線 路 設 置 費 の 額

（税抜価格（税込価格））

臨時専用契約以外

の契約に係るもの

臨時専用契約に係

るもの

KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTA

GE)

62,000円

（68,200円）
―

第３ 設備費

  １ 適用

    設備費の適用については、第33条（設備費の支払義務）の規定によるほか、次のとお

りとします。

区    分 内              容

設備費の適用 設備費は、次の設備について適用します。

ア  異経路による専用回線の部分

イ  特別な電気通信設備の部分

備考

特別な電気通信設備の部分には、KDDI Area Ethernet専用サービス(OPTAGE) 

の品目の変更、端末回線の１芯式と２芯式の区別の変更もしくは移転により新

設する部分を含みます。

  ２ 設備費の額

  設備費

区             分 設  備  費  の  額

イーサネットKDDI Area Ethernet専用

サービス(OPTAGE)

別に算定する実費

備考

    別に算定する実費の算定方法については、通則に定めるところによります

。

第３表 附帯サービスに関する料金

第１ 支払証明書の発行手数料

１ 適用

    支払証明書の発行手数料の適用については、別記12（支払証明書の発行）の規定によ

るほか、次のとおりとします。
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区 分 内 容

(1) 支払証明書の発行手数

料の適用

契約者は、２（料金額）の規定にかかわらず、当社が

別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の

請求を行った場合を除き、支払証明書発行手数料の支

払いを要しません。

  ２ 料金額

区 分 単 位 料金額

（税抜価格（税込価格））

支払証明書発行手数

料

支払証明書の発行１回ご

とに

400円

（440円）

備考

１ 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵

送料が必要な場合があります。

別表  基本的な技術的事項

１  当社が回線終端装置を提供する場合

品 目 物理的条件 相互接続回路

1Gb/sのもの F04形単心光ﾌｧｲﾊﾞｰｺﾈｸﾀ

(JIS規格 C5973準拠)

GI形光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ

(JIS規格C6832の SGI-50/125

及び SGI-62.5/125準拠)

IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠

F04形単心光ﾌｧｲﾊﾞｰｺﾈｸﾀ

(JIS規格 C5973準拠)

SM形光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ

(JIS規格C6835の SSMA-10/125

準拠)

IEEE802.3 1000BASE-LX 準拠

10Gb/sのもの LC形単心光ﾌｧｨﾊﾞｰｺﾈｸﾀ

(IEC規格 61754-20準拠)

SM形光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ

(JIS規格C6835の SSMA-10/125

準拠)

IEEE802.3 10GBASE-LR 準拠

IEEE802.3 10GBASE-ER 準拠

２  当社が回線接続装置を提供する場合

品 目 物理的条件 相互接続回路

0.5Mb/s､1Mb/s､2Mb/s

､3Mb/s､4Mb/s､5Mb/s､6

Mb/s､7Mb/s､8Mb/s､9Mb

/s､10Mb/sのもの

８ピンコネクタ

(ISO標準IS8877準拠)

IEEE802.3 10BASE-T 準拠
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20Mb/s､30Mb/s､40Mb/

s､50Mb/s､60Mb/s､70M

b/s､80Mb/s､90Mb/s､1

00Mb/sのもの

８ピンコネクタ

(ISO標準IS8877準拠)

IEEE802.3 100BASE-TX 準拠

  ３  当社が回線接続装置を提供しない場合

品 目 物理的条件 相互接続回路

0.5Mb/s､1Mb/s､2Mb/s､

3Mb/s､4Mb/s､5Mb/s､6M

b/s､7Mb/s､8Mb/s､9Mb/

s､10Mb/sのもの

F04形単心光ﾌｧｲﾊﾞｰｺﾈｸﾀ

(JIS規格C5973準拠)

IEEE802.3  準拠

20Mb/s､30Mb/s､40Mb/s

､50Mb/s､60Mb/s､70Mb/

s､80Mb/sのもの

F04形単心光ﾌｧｲﾊﾞｰｺﾈｸﾀ

(JIS規格C5973準拠)

IEEE802.3  準拠
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   附 則

（実施期日）

第１条 この約款は、平成１８年１２月２５日から実施します。

   附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成２２年８月１日から実施します。

   附 則

（実施時期）

１ この改正規定は、平成２２年１０月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施の日から平成２３年８月３１日までの間に、支払証明書の発行の請求を

し、その承諾を受けたときは、契約者は、別記12の(2)の規定にかかわらず、その請求に係

る料金表第３表（附帯サービスに関する料金）に規定する支払証明書発行手数料の支払いを

要しません。

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則

（実施時期）

この改正規定は、平成２３年２月１日から実施します。

   附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２３年９月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いにつ

いては、なお従前のとおりとします。

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２６年４月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成２８年５月２１日から実施します。

附 則

（実施期日）
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この改正規定は、平成３１年４月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、令和２年４月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、令和３年４月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、令和４年４月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、令和６年２月１日から実施します。


